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南島原にゅーす 問 環境課　☎０５０（３３８１）５０４１

対次のいずれかを計画していて、住宅用太陽光発電の設置容量（出力）の合
計が10キロワット未満の人
・本人または家族が有する市内の専用住宅に住んでいる人
・兼用住宅に新たに太陽光発電設備を設置する人
・個人で、市内に居住用の太陽光発電設備付き建売住宅を購入する人
詳しい内容は市ホームページに掲載しています。
●補助金額…１基あたり６万円
●対象件数…50基（先着順。１世帯１基まで）

太陽光発電設備設置費を補助します

南島原にゅーす 問 市民サービス課　☎０５０（３３８１）５０３５

　「人権擁護委員の日」による特設
人権相談所を開設します。
　家庭内の問題（DVや遺産相続）、
隣近所のトラブル（土地問題）など
いろいろな悩み事や心配ごとを各
地域の人権擁護委員が受付けます。
　相談は無料で秘密は厳守します
ので、お気軽にご相談ください。

特設人権相談所を開設します
地　区

６月５日㈭

実 施 日

布 津 公 民 館

会　　　　場

山 﨑 幸 成

人 権 擁 護 委 員 名

近 藤 正 治

藤 田 茂 穂

成 末 浩 二

渡 邊 　 林

木 村 優 仁

立 花 英 之

黒 嶋 誠 人

西有家総合学習センター

原城オアシスセンター

加津佐総合福祉センター

深 江 公 民 館深 江

有 家

北有馬

口之津

布 津

西有家

南有馬

加津佐

ありえコレジヨホール

北有馬老人福祉センター

口 之 津 公 民 館

６月４日㈬

吉田アツ子

寺 田 道 子

松 島 澄 子

林 田 梨 恵

古川さわ子

吉 岡 純 子

寺田ユキヱ

原 田 弓 枝

受付時間／午前10時～午後４時

　70歳から74歳の人の窓口負担は、法律上２割とされていますが、これまで特例措
置として１割負担となっていました。平成26年度からより公平な仕組みとするため、
この特例措置が見直されます。
　見直しに当たって、高齢の人の生活に大きな影響がないよう、平成26年４月２日
以降に70歳の誕生日を迎える人から段階的に実施されます。

          70から74歳の被保険者の
窓口負担割合が変わります

●平成26年４月２日以降に70歳の誕生日を
迎える人（誕生日：昭和19年４月２日以降）

・70歳の誕生月の翌月（ただし、各月1日が誕生日の
人はその月）の診療から、窓口負担が２割となり
ます。

　例平成26年４月２日～５月１日に70歳の誕生日を
　迎える人は、５月の診療から２割負担

・窓口負担の毎月の上限額…69歳までと比べて下が
ります。

●平成26年４月１日までに70歳の誕生日を
迎えた人（誕生日：昭和19年４月１日まで）

・平成26年４月以降も窓口負担は１割のまま変わり
ません。

・窓口負担の毎月の上限額…変わりません

※一定の所得がある人は、これまで通り、
　３割負担となります。

南島原にゅーす 問 保険年金課　☎０５０（３３８１）５０３９

●調査員の申込方法
　情報統計課に電話してください。概要、手続き方法など
について詳しく説明します。なお、登録時に簡単な面接
を行います。

●登録の資格要件
　警察、税務または選挙関係者は、登録できません。

●主な仕事内容
・調査員説明会への出席
・調査の準備
・調査票の配布と回収
・調査書類の点検と提出

●仕事の案内
　調査実施の２～３カ月前に電話などでお知らせします。
調査への従事が可能であれば仕事を依頼します。なお、
調査員の選任は、調査の規模、調査員の住まいの地域の
状況などを考慮して行いますので、調査地区、調査につ
いてはこちらで割り当てさせていただきます。

●登録統計調査員制度とは
　統計調査が実施されるときに、事前の登録者（登録統計
調査員）に対し、優先的に統計調査の仕事をしていただ
く制度です。

●統計調査とは
　統計調査には、国勢調査や農林業センサスなど、さまざ
まな調査があります。

●身分と待遇
　調査員の身分は、非常勤公務員となります。調査中の災
害補償が適用されるほか、調査中に知りえた情報の守秘
義務が発生します。

●報酬
　調査によって異なりますが、おおむね１～５万円程度で、
提出から１～３カ月後に振り込まれます。

南島原にゅーす 問 情報統計課　☎０５０（３３８１）５１００

あなたも「登録統計調査員」に登録しませんか？

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

　３月１日から23日まで、西望公園・記念館において本
市出身で日本彫刻界の巨匠 北村西望翁の功績を後世に語
り継ぐため、「北村西望特別展」を開催しました。
　今回の特別展では、地元に眠る貴重な作品を借用し、普
段とは一味違った西望記念館をご覧いただきました。また、
特別展の一環として、観光ガイドによる世界遺産の構成資
産である原城跡の案内や、小学生を対象とした粘土教室を
開催し、多くの皆さんが来場しました。
　今年11月には「北村西望翁生誕１３０周年記念イベン
ト」を予定しています。

西望芸術を体感‼ 「北村西望特別展」

医療費


